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犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会

マイクロチップを装着したら、獣医さんから
「マイクロチップ装着証明書」をもらいます

Step1

「マイクロチップ装着証明書」を写真に撮って
おきます
クレジットカードやバーコード決済アプリを用意
します

下の二次元バーコードを読み込んで登録を進めてください
５分程度でカンタンに登録ができます

Step2

Step3

マイクロチップを装着したら
オンラインで登録を行いましょう

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」

令和４年６月１日から改正動物愛護管理法が施行となり、犬や猫に装着したマイクロチップは、環境省データベー
ス「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することが義務付けられています。オンラインでの登録の手数料は
300円で、クレジットカードなどで支払います。登録が完了すると「登録証明書」をダウンロードできます。犬や猫
を譲渡する場合には、この「登録証明書」を一緒に譲り渡していただき、新しい所有者が変更登録の手続きをするよ
うに促してください。住所などの登録事項が変更になったり、犬や猫が亡くなったりした場合にも「犬と猫のマイク
ロチップ情報登録」サイトで手続をしてください。
この「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録しておくと、迷子になって動物愛護センターなどで保護された際

に、リーダーで読み取られた番号から登録情報が照会され、連絡を受け取ることができます。確実に連絡が取れるい
お電話番号などをご登録ください。
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法における登録の申請が別途必要になる場合がありますので、犬の所在地の市区町

村にご確認ください。
犬と猫以外の動物については、このシステムでは登録できませんので、民間の登録団体をご利用ください。

令和４年６月１日から


	マイクロチップを装着したら

